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＜別添２.仕様書：３（１）＞

⚫ ヒアリングは全国対面との記載があるが、ヒアリング先の要望

等、オンラインでのヒアリングも場合によっては許容されるのか。

ヒアリング先が対面を断った場合、他にヒアリング先の候補がなく

やむを得ない場合には、変更契約を行い、オンラインによるヒアリ

ングも許容する等の措置を取ります。
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